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議事日程第４号 

 

第 １ 回 大 阪 狭 山 市 議 会 定 例 会 議 事 日 程 

平成２５年（２０１３年）３月２７日午前９時３０分開議 

 

日程第 １   議員提出議案第１号  大阪狭山市議会定例会の回数を定める条例の一部を

改正する条例について 

日程第 ２   議員提出議案第２号  大阪狭山市議会会議規則の一部を改正する規則につ

いて 

日程第 ３   議員提出議案第３号  大阪狭山市議会議員の議員報酬の額の特例に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４   議案第 １ 号  大阪狭山市まちづくり円卓会議条例について                

日程第 ５   議案第 ２ 号  大阪狭山市暴力団排除条例について 

日程第 ６   議案第 ３ 号  大阪狭山市新型インフルエンザ等対策本部条例につ 

               いて 

日程第 ７   議案第 ４ 号  大阪狭山市附属機関設置条例について 

日程第 ８   議案第 ５ 号  大阪狭山市指定地域密着型サービス事業者の指定に 

関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の 

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例につ 

いて 

日程第 ９   議案第 ６ 号  大阪狭山市指定地域密着型介護予防サービス事業者 

の指定に関する基準並びに指定地域密着型介護予防 

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地 

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための 

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例につ 

いて 

日程第１０  議案第 ７ 号  大阪狭山市開発事業に係る事前の手続及び紛争調整 

               に関する条例について 

日程第１１  議案第 ８ 号  大阪狭山市が管理する市道の構造の技術的基準を定 

               める条例について 
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日程第１２  議案第 ９ 号  大阪狭山市移動等円滑化のために必要な市道の構造 

               に関する基準を定める条例について 

日程第１３  議案第１０号  大阪狭山市が管理する市道に設置する道路標識の寸 

               法等に関する基準を定める条例について 

日程第１４  議案第１１号  大阪狭山市移動等円滑化のために必要な特定公園施 

               設の設置に関する基準を定める条例について 

日程第１５  議案第１２号  職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条 

例について 

日程第１６  議案第１３号  大阪狭山市情報公開条例及び大阪狭山市個人情報保 

護条例の一部を改正する条例について 

日程第１７  議案第１４号  大阪狭山市障害者地域活動支援センターの設置及び 

管理に関する条例等の一部を改正する条例について 

日程第１８  議案第１５号  大阪狭山市障害者施策推進協議会条例の一部を改正 

する条例について 

日程第１９  議案第１６号  大阪狭山市都市公園条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程第２０  議案第１７号  大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例について 

日程第２１  議案第１８号  大阪狭山市子ども・子育て協議会条例について 

日程第２２  議案第１９号  市道路線の認定及び廃止について 

日程第２３  議案第２０号  平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市一般会計補正予算 

               （第６号）について 

日程第２４  議案第２１号  平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市国民健康保険特別 

               会計（事業勘定）補正予算（第２号）について 

日程第２５  議案第２２号  平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市介護保険特別会計 

               （事業勘定）補正予算（第３号）について 

日程第２６  議案第２３号  平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市東野財産区特別会 

               計補正予算（第４号）について 

日程第２７  議案第２４号  平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市池尻財産区特別会 

               計補正予算（第３号）について 

日程第２８  議案第２５号  平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市水道事業会計補正 
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               予算（第１号）について 

日程第２９  議案第２６号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市一般会計予算につ 

               いて 

日程第３０  議案第２７号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市国民健康保険特別 

               会計（事業勘定）予算について 

日程第３１  議案第２８号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市下水道事業特別会 

               計予算について 

日程第３２  議案第２９号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市土地取得特別会計 

               予算について 

日程第３３  議案第３０号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市介護保険特別会計 

               （事業勘定）予算について 

日程第３４  議案第３１号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市後期高齢者医療特 

               別会計予算について 

日程第３５  議案第３２号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市東野財産区特別会 

               計予算について 

日程第３６  議案第３３号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市池尻財産区特別会 

               計予算について 

日程第３７  議案第３４号  平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市水道事業会計予算 

               について 

日程第３８  請願第 １ 号  年金２．５％の削減中止を求める請願について 

日程第３９  請願第 ２ 号  通院も中学校卒業まで「子どもの医療費助成」拡充

を求める請願について 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

議員提出議案第１号 

 

 

大阪狭山市議会定例会の回数を定める条例の 

一部を改正する条例について 

 

 

 大阪狭山市議会定例会の回数を定める条例の一部を改正する条例を地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１１２条及び大阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭

山市議会規則第１号）第１４条第１項の規定に基づき、次のとおり提出する。 

 

 

    平成２５年（２０１３年）３月２７日提出 

 

 

 大阪狭山市議会議長 山 本 尚 生 様 

 

 

                 大阪狭山市議会議員  片 岡 由利子 

同 上     北 村 栄 司 

同 上     諏 訪 久 義 

同 上     鳥 山  健 

同 上     西 尾 浩 次 

同 上     丸 山 高 廣 
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   大阪狭山市議会定例会の回数を定める条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市議会定例会の回数を定める条例（昭和３１年大阪狭山市条例第４７号）

の一部を次のように改正する。 

 

 題名中「回数」の次に「及び会期」を加える。 

 第１条中「基づき、」を「基づく」に改め、「回数」の次に「、及び会期」を加える。 

 第２条中「定例会」の次に「の回数」を加え、「毎年４回これを招集」を「年１回と」

に改める。 

 第２条の次に次の１条を加える。 

 （会期） 

第３条 議会の定例会の会期は、通年とする。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１

項を加える。 

 （平成２５年の特例） 

２ 平成２５年の大阪狭山市議会定例会の回数は、本則の規定にかかわらず、年２回

とする。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議員提出議案第２号 

 

 

大阪狭山市議会会議規則の一部を改正する 

規則について 

 

 

 大阪狭山市議会会議規則の一部を改正する規則を地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第１１２条及び大阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭山市議会規則第

１号）第１４条第１項の規定に基づき、次のとおり提出する。 

 

 

    平成２５年（２０１３年）３月２７日提出 

 

 

 大阪狭山市議会議長 山 本 尚 生 様 

 

 

                 大阪狭山市議会議員  片 岡 由利子 

同 上     北 村 栄 司 

同 上     諏 訪 久 義 

同 上     鳥 山  健 

同 上     西 尾 浩 次 

同 上     丸 山 高 廣 
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   大阪狭山市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 大阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭山市議会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

    「 第８節 表決（第６７条～第７７条） 

      第９節 会議録（第７８条～第８２条） 

     第２章 委員会 

      第１節 総則（第８３条～第８７条） 

      第２節 審査（第８８条～第１０４条） 

      第３節 秘密会（第１０５条・第１０６条） 

      第４節 発言（第１０７条～第１１８条） 

      第５節 委員長及び副委員長の互選（第１１９条・第１２０条） 

 目次中  第６節 表決（第１２１条～第１３１条）            を 

      第７節 削除 

     第３章 請願（第１３６条～第１４２条） 

     第４章 辞職及び資格の決定（第１４３条～第１４７条） 

     第５章 規律（第１４８条～第１５６条） 

     第６章 懲罰（第１５７条～第１６２条） 

     第７章 協議又は調整を行うための場（第１６３条） 

     第８章 議員の派遣（第１６４条） 

     第９章 補則（第１６５条）                  」 

「 第８節 表決（第６７条～第７６条） 

  第９節 会議録（第７７条～第８１条） 

  第１０節 公聴会及び参考人（第８２条～第８８条） 

 第２章 委員会 

  第１節 総則（第８９条～第９３条） 

  第２節 審査（第９４条～第１１０条） 

  第３節 秘密会（第１１１条・第１１２条） 

  第４節 発言（第１１３条～第１２４条） 
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  第５節 委員長及び副委員長の互選（第１２５条・第１２６条） 

  第６節 表決（第１２７条～第１３６条）           に改める。 

  第７節 削除 

 第３章 請願（第１４１条～第１４７条） 

 第４章 辞職及び資格の決定（第１４８条～第１５２条） 

 第５章 規律（第１５３条～第１６１条） 

 第６章 懲罰（第１６２条～第１６７条） 

 第７章 協議又は調整を行うための場（第１６８条） 

 第８章 議員の派遣（第１６９条） 

 第９章 補則（第１７０条）                 」 

 第５条第２項を次のように改める。 

２ 前項の会期は、招集された日から翌年の当該招集された日の属する月の前月の末

日までの間で定める。 

 第５条に次の３項を加える。 

３ 会期は、招集された日から起算する。 

４ 会期は、議会の議決で延長することができる。 

５ 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会する

ことができる。 

 第６条及び第７条を次のように改める。 

 （会議の種類等） 

第６条 定例会において開く各会議の定義は、次の各号に定めるところによる。 

  開会議会 定例会の招集により開く会議 

  定例月議会 定例的に開く会議をいい、原則として３月、６月、９月及び１２

月に開くものとする。ただし、開会月は都合によりこれを変更することができる。 

  緊急議会 市長又は議員の定数の４分の１以上の者（以下「要請議員」という。）

からの要請に基づき、緊急に開く会議 

  閉会議会 定例会の閉会に際し開く会議 

２ 前項各号に定める各会議の期間（以下「議会期間」という。）は、議長が議会運営

委員会に諮つたうえで決定し、当該各会議の初めに議長が宣告するものとする。 

３ 議長は、定例会の開会日の７日前に、議員に当該日を通知するものとする。 
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４ 議長は、開会議会を除く各議会の７日前に、議員及び市長に、当該日を通知する

ものとする。ただし、緊急に議案の審議等が必要な場合は、この限りでない。 

 （緊急議会の開会） 

第７条 要請議員は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して緊急議会の開会を

請求することができる。 

２ 市長は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して緊急議会の開会を請求する

ことができる。 

３ 議長は、前２項の請求があつた日から原則として７日以内に、緊急議会を開くこ

とについて、議会運営委員会に諮るものとする。 

４ 議長は、緊急議会を開く場合は、第１項又は第２項の請求があつた日から原則と

して７日以内に開くものとする。 

 第１０条第１項中「日曜日及び」を「市の」に改める。 

 第１５条中「会期」を「議会期間」に改める。 

 第１７条中「第１１５条の２」を「第１１５条の３」に改める。 

 第３７条第１項中「第１３８条」を「第１４３条」に、「に付託し、又は議会の議決

で特別委員会」を「又は議会運営委員会」に改め、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することがで

きる。 

 第３７条第２項中「議決で、」の次に「議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会

に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は」を加える。 

 第５２条の次に次の１条を加える。 

 （反問） 

第５２条の２ 議長から会議に出席を要請された市長、教育委員会の委員長、選挙管

理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法

令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者

（以下「市長等」という。）は、議長の許可を得て、議員の質問又は質疑に対し、

論点を明確化し議論を深める目的で反問することができる。 

 第５６条の見出し中「質疑の」の次に「方法及び」を加え、同条中第１項を第２項

とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

  質疑は、一問一答の方法により行うものとする。ただし、特に議長の許可を得た
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ときは、この限りでない。 

 第６５条中「会期」を「議会期間」に改める。 

 第７２条を次のように改める。 

第７２条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は

反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名

投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。 

２ 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、

否とみなす。 

 第７３条を削り、第７４条を第７３条とし、第７５条から第７７条までを１条ずつ

繰り上げる。 

 第７８条中第１５号を第１６号とし、第２号から第１４号までを１号ずつ繰り下げ、

同条第１号の次に次の１号を加える。 

  議会期間に関する事項及びその年月日時 

 第７８条に次の１項を加え、同条を第７７条とし、第７９条から第８２条までを１

条ずつ繰り上げる。 

２ 会議録は、議会期間ごとに調製するものとする。 

 第１６５条を第１７０条とする。 

 第８章中第１６４条を第１６９条とする。 

 第７章中第１６３条を第１６８条とする。 

 第６章中第１６２条を第１６７条とし、第１５８条から第１６１条までを５条ずつ

繰り下げる。 

 第１５７条第２項中「第１０６条（秘密の保持）第２項」を「第１１２条（秘密の

保持）第２項」に改め、同条を第１６２条とする。 

 第５章中第１５６条を第１６１条とし、第１４８条から第１５５条までを５条ずつ

繰り下げる。 

 第４章中第１４７条を第１５２条とし、第１４３条から第１４６条までを５条ずつ

繰り下げる。 

 第３章中第１４２条を第１４７条とし、第１３９条から第１４１条までを５条ずつ

繰り下げる。 

 第１３８条中「常任委員会」の次に「又は議会運営委員会」を加え、同条を第    
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１４３条とする。 

 第１３７条を第１４２条とし、第１３６条を第１４１条とする。 

 第２章第６節中第１３１条を第１３６条とし、第１２８条から第１３０条までを５

条ずつ繰り下げる。 

 第１２７条を削る。 

 第１２６条を第１３２条とし、同条を次のように改める。 

 （投票） 

第１３２条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者

は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記

名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。 

２ 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、

否とみなす。 

 第１２５条を第１３１条とし、第１２１条から第１２４条までを６条ずつ繰り下げ

る。 

 第２章第５節中第１２０条を第１２６条とし、第１１９条を第１２５条とする。 

 第２章第４節中第１１８条を第１２４条とし、第１０９条から第１１７条までを６

条ずつ繰り下げる。 

 第１０８条を第１１４条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （反問） 

第１１４条の２ 委員長から委員会に出席を要請された市長等は、委員長の許可を得

て、委員の質問又は質疑に対し、論点を明確化し議論を深める目的で反問すること

ができる。 

 第１０７条を第１１３条とする。 

 第２章第３節中第１０６条を第１１２条とし、第１０５条を第１１１条とする。 

 第２章第２節中第１０４条を第１１０条とし、第９９条から第１０３条までを６条

ずつ繰り下げる。 

 第９８条を第１０４条とし、同条に次の１項を加える。 

２ 議会運営委員会が法第１０９条第３項に規定する調査をしようとするときは、前

項の規定を準用する。 

 第９７条を第１０３条とし、第８８条から第９６条までを６条ずつ繰り下げる。 
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 第２章第１節中第８７条を第９３条とし、第８３条から第８６条までを６条ずつ繰

り下げる。 

 第１章第９節の次に次の１節を加える。 

    第１０節 公聴会及び参考人 

 （公聴会開催の手続） 

第８２条 会議において公聴会を開く議決があつたときは、議長は、その日時、場所

及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。 

 （意見を述べようとする者の申出） 

第８３条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由

及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。 

 （公述人の決定） 

第８４条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等（以下「公

述人」という。）は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会

において定め、議長から本人にその旨を通知する。 

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるとき

は、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。 

 （公述人の発言） 

第８５条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。 

２ 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 

３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長

は、発言を制止し、又は退席させることができる。 

 （議員と公述人の質疑） 

第８６条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。 

２ 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。 

 （代理人又は文書による意見の陳述） 

第８７条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することがで

きない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。 

 （参考人） 

第８８条 会議において参考人の出席を求める議決があつたときは、議長は、参考人

にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければ



 13 

ならない。 

２ 参考人については、前３条の規定を準用する。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議員提出議案第３号 

 

 

大阪狭山市議会議員の議員報酬の額の特例に関する条例の 

一部を改正する条例について 

 

 

 大阪狭山市議会議員の議員報酬の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１１２条及び大阪狭山市議会会議規則（昭和

６２年大阪狭山市議会規則第１号）第１４条第１項の規定に基づき、次のとおり提出

する。 

 

 

    平成２５年（２０１３年）３月２７日提出 

 

 

 大阪狭山市議会議長 山 本 尚 生 様 

 

 

                 大阪狭山市議会議員  片 岡 由利子 

同 上     北 村 栄 司 

同 上     諏 訪 久 義 

同 上     鳥 山  健 

同 上     西 尾 浩 次 

同 上     丸 山 高 廣 
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   大阪狭山市議会議員の議員報酬の額の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市議会議員の議員報酬の額の特例に関する条例（平成２０年大阪狭山市条

例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「平成２５年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 


